
 

【7.構造計算適合性判定の申請】 

   □申請済 （     ） 

   □未申請 （     ） 

   □申請不要 

【8.建築物エネルギー消費性能確保計画の提出】 

□提出済 （     ） 

□未提出 （     ） 

☑提出不要（ 仕様基準 ） 

【9.備考】 

 

 

仕様基準の場合は、「仕様基準」 

誘導仕様基準の場合は、「誘導仕様基準」と記入 

確認申請書第二面の記載例 

仕様基準により、省エネ適判を省略する場合 


